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〔
商
法
　
一
九
三
〕

一
、
手
形
権
利
老
が
原
因
関
係
を
欠
く
に
す
ぎ
な
い
場
合
と
権
利
濫
用
の
抗
弁

二
、
二
重
欠
歓
の
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
者
か
ら
裏
書
に
よ
ら
な
い
で
手
形
債

　
権
の
譲
渡
を
受
け
た
手
形
所
持
人
と
人
的
抗
弁

（
∞
“
　
　
　
灘
堕
雛

〔
判
示
事
項
〕

　
一
、
手
形
権
利
者
が
原
因
関
係
を
欠
ぎ
実
質
的
経
済
的
利
益
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
も
、
手
形
債
務
者
に
後
者
に
対
す
る
原
因
関

係
上
の
支
払
義
務
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
権
利
の
濫

用
と
な
ら
な
い
。

　
二
、
裏
書
に
よ
ら
な
い
手
形
債
権
の
譲
渡
に
は
人
的
抗
弁
の
切
断
は
な
い

が
、
二
重
欠
敏
の
抗
弁
は
権
利
濫
用
の
法
理
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の

特
殊
性
か
ら
い
つ
て
、
そ
の
対
抗
を
受
け
る
者
か
ら
手
形
を
前
記
の
方
法
に
よ

つ
て
譲
り
受
け
た
手
形
所
持
人
に
対
し
て
は
、
二
重
欠
敏
の
抗
弁
を
も
つ
て
対

抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
民
法
一
条
三
項
、
手
形
法
一
七
条

　
　
　
判
　
例
　
研
究

〔
事
　
実
〕

　
被
告
濫
会
社
は
、
被
告
偽
宛
に
本
件
約
束
手
形
を
振
り
出
し
、
脇
は
、
こ
れ

に
白
地
式
裏
書
を
し
て
被
告
鴫
に
譲
渡
し
た
。
亀
は
、
こ
れ
を
手
形
割
引
の
依

頼
の
た
め
に
、
白
地
式
裏
書
を
し
て
訴
外
A
に
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
A
は
、
こ

れ
を
、
訴
外
B
方
に
持
参
し
、
同
人
に
割
引
を
依
頼
し
、
前
記
白
地
式
裏
書
の

ま
ま
、
こ
れ
を
B
に
交
付
し
た
。
B
は
、
こ
れ
を
、
訴
外
C
信
用
組
合
に
記
名

式
裏
書
を
し
て
譲
渡
し
、
金
融
を
得
た
。
C
が
満
期
に
支
払
の
た
め
に
支
払
場

所
に
こ
れ
を
呈
示
L
て
支
払
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
た
め
、

B
は
、
金
融
を
得
る
に
際
し
て
の
約
定
に
従
い
、
手
形
金
を
支
払
つ
て
、
前
記

裏
書
を
抹
消
し
な
い
ま
ま
、
こ
れ
を
受
戻
し
た
。
本
来
、
B
は
、
こ
の
手
形
を
A

に
返
還
す
ぺ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
額
の
対
価
を
得
て
、
最
後
の
記

名
式
裏
書
を
抹
消
せ
ず
、
ま
た
新
し
い
裏
書
も
し
な
い
で
、
交
付
の
み
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
（
一
〇
七
三
）



　
　
　
判
例
研
究

こ
れ
を
原
告
X
に
譲
渡
し
た
。
そ
こ
で
X
は
、
本
件
手
形
金
の
支
払
を
求
め
て
、

振
出
人
箔
会
社
、
受
取
人
（
第
一
裏
書
人
）
脇
お
よ
び
第
二
裏
書
人
輪
に
対
し

て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕

　
請
求
棄
却

旧
、
　
「
被
告
磧
会
社
、
被
告
現
は
本
件
手
形
の
振
出
人
ま
た
は
第
一
裏
書
人
と

し
て
手
形
債
務
を
負
担
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
原
因
関
係
の
欠
敏
に
つ
い
て
は

被
告
が
何
ら
主
張
立
証
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
実
質
関
係
上
も
後
者
に

対
し
て
支
払
義
務
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
場
合
単
に
手
形
権
利
者
た
る
B
が
：
：
原
因
関
係
を
欠
き
、
実
質
的
経
済

的
利
益
が
な
い
と
き
で
も
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
権
利
の
濫
用
に
は
当
ら

な
い
と
考
え
る
。

　
す
な
わ
ち
、
権
利
の
濫
用
の
法
理
は
両
当
事
者
の
利
益
の
比
較
較
量
に
よ
り

著
し
く
そ
の
均
衡
を
失
す
る
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
一
方

が
法
的
に
も
経
済
的
に
も
完
全
に
支
払
義
務
を
負
つ
て
い
る
場
合
に
は
同
人
に

支
払
を
命
じ
て
も
同
人
は
支
払
免
責
を
受
け
ら
れ
る
か
ら
（
手
形
法
四
〇
条
三

項
）
、
必
ず
し
も
苛
酷
を
強
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
同
人
が
支
払
を
拒
む

こ
と
を
認
め
る
と
却
て
同
人
に
保
護
過
剰
と
な
り
片
寄
つ
た
も
の
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
形
債
権
者
側
に
の
み
原
因
関
係
の
欠

敏
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
、
手
形
債
権
者
が
原
因
債
権
の
完
済
を
受

け
た
の
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
場
合
等
特
別
の
事
情
が
存
在
し
な
い
限
り
、

権
利
の
濫
用
に
あ
た
ら
な
い
と
考
え
る
。
」

二
、
　
「
本
件
手
形
は
第
二
裏
書
人
の
被
告
輪
か
ら
A
へ
白
地
裏
書
さ
れ
、
同
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
（
一
〇
七
四
）

か
ら
B
へ
裏
書
を
な
さ
な
い
で
単
な
る
引
渡
に
よ
り
順
次
譲
渡
交
付
さ
れ
、
こ

れ
は
い
ず
れ
も
手
形
割
引
依
頼
の
た
め
交
付
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
割
引
が

で
ぎ
ず
割
引
金
を
交
付
し
な
い
の
で
原
因
関
係
を
欠
き
、
被
告
L
は
右
B
に
対

し
い
わ
ゆ
る
二
重
無
権
（
正
確
に
は
二
重
欠
鋏
）
に
よ
る
権
利
の
濫
用
と
し
て
A

に
対
す
る
原
因
関
係
欠
敏
の
抗
弁
を
対
抗
し
そ
の
履
行
を
拒
絶
で
き
る
地
位
に

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
手
形
権
利
者
た
る
B

は
原
因
関
係
上
な
い
し
経
済
上
の
利
益
を
欠
き
、
か
つ
、
手
形
債
務
者
た
る
亀

に
は
実
質
関
係
上
の
支
払
義
務
が
存
し
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
に
手
形
金

の
支
払
を
強
制
す
る
の
は
両
者
の
法
的
利
益
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
の
で
あ

つ
て
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
そ
の
支
払
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
」

三
、
　
「
（
本
件
手
形
は
）
B
が
原
告
X
へ
譲
渡
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
認
定

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裏
書
に
よ
ら
な
い
手
形
債
権
の
譲
渡
に
は
手

形
法
一
七
条
の
人
的
抗
弁
の
切
断
は
な
く
、
指
名
債
権
譲
渡
と
同
一
の
効
力
を

有
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
被
告
ぬ
は
B
に
対
」
て
対
抗
し
得
る
抗
弁
を
も
つ

て
原
告
に
対
抗
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
権
利
濫
用
の
抗
弁
は
両
当
事
者
の
利
益

衡
量
に
よ
る
個
別
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
殊
性
か
ら
い

つ
て
B
に
対
す
る
権
利
濫
用
の
抗
弁
を
も
つ
て
直
ち
に
原
告
X
に
対
抗
で
き
る

も
の
と
は
い
え
な
い
。
」

四
、
　
「
B
か
ら
原
告
X
へ
の
本
件
手
形
債
権
の
裏
書
に
よ
ら
な
い
譲
渡
は
信
託

法
一
一
条
所
定
の
「
訴
訟
行
為
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
主
タ
ル
目
的
」
と
し
た

信
託
的
譲
渡
で
あ
る
こ
と
が
推
認
で
ぎ
る
。
そ
う
す
る
と
、
B
か
ら
原
告
X
へ

の
裏
書
に
よ
ら
な
い
手
形
債
権
の
譲
渡
は
、
裏
書
の
如
く
無
因
性
を
有
せ
ず
一



般
の
債
権
譲
渡
と
同
様
有
因
行
為
で
あ
か
ら
、
信
託
法
一
一
条
に
違
反
し
て
無

効
で
あ
る
と
考
え
る
（
な
お
、
最
判
昭
和
四
四
・
三
・
二
七
民
集
二
三
巻
三
号
六
〇
一

頁
参
照
）
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
、
二
に
つ
ぎ
順
不
同
）

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。

一
、
A
・
B
問
の
原
因
関
係
欠
飲
の
抗
弁
（
「
後
者
の
抗
弁
」
）
に
つ
い
て

　
こ
の
問
題
は
、
甲
－
乙
ー
丙
と
権
利
が
移
転
さ
れ
た
手
形
つ
い
て
、
甲
は

乙
・
丙
間
の
原
因
関
係
の
欠
歓
を
理
由
と
し
て
丙
の
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
ぎ

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
の
伝
統
的
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
人
的

抗
弁
は
、
手
形
行
為
の
無
因
性
に
よ
つ
て
、
直
接
の
当
事
者
間
に
し
か
主
張
で

き
な
い
か
ら
、
甲
は
丙
の
請
求
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
大
審

院
判
決
（
大
判
昭
和
｝
六
年
｝
月
二
七
日
民
集
二
〇
巻
二
五
頁
）
は
、
こ
の
立
場
を
採

用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
最
判
昭
和
四
三
年
一
二

月
二
五
日
民
集
一
三
巻
三
五
四
八
頁
）
は
、
裏
書
の
原
因
関
係
が
消
滅
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
丙
が
自
己
の
形
式
的
権
利
を
利
用
し
て
、
甲
か
ら
手
形
金
の
支
払

を
求
め
よ
う
と
す
る
が
如
き
は
、
権
利
の
濫
用
に
該
当
し
、
甲
は
丙
に
対
し
手

形
金
の
支
払
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
示
す
る
と
と
も
に
、
原
審
が
採
用

し
た
「
有
因
説
」
を
斥
け
て
い
る
。
こ
こ
に
「
有
因
説
」
と
は
、
手
形
行
為
を

債
務
負
担
行
為
と
権
利
移
転
行
為
と
に
分
け
、
前
者
は
無
因
行
為
だ
が
後
者
は

有
因
行
為
だ
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
因
関
係
が
消
滅
す
る
と
手
形
上
の
権
利

は
当
然
に
裏
書
人
に
復
帰
す
る
と
考
え
る
立
場
（
鈴
木
、
最
高
裁
四
三
年
判
決
批

評
「
手
形
金
の
請
求
と
権
利
の
濫
掬
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
四
号
（
新
版
・
増
補
）
一
〇

　
　
　
判
例
研
究

六
頁
、
前
田
「
振
出
人
と
支
払
人
と
の
関
係
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
二
巻
一
四
三
頁

な
ど
）
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
に
対
し
て
は
、
原
因
関
係
上
の
抗
弁
の
対
抗
を

受
け
る
者
か
ら
の
手
形
の
譲
受
は
、
本
来
、
手
形
法
第
一
七
条
の
問
題
で
あ
る

の
に
、
そ
れ
が
第
一
六
条
二
項
の
問
題
に
な
つ
て
し
ま
い
、
主
観
的
要
件
が
違

つ
て
く
る
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
（
竹
内
「
判
例
商
法
」
H
一
四
四
頁
）
だ

け
で
な
く
、
そ
の
基
礎
と
す
る
手
形
行
為
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
も
疑
問
が

あ
る
（
小
橋
「
手
形
行
為
論
」
一
〇
〇
頁
）
。

　
最
高
裁
四
三
年
判
決
が
採
用
し
た
「
権
利
濫
用
説
」
に
対
し
て
は
、
あ
る
い

は
、
誰
に
対
し
て
も
行
使
で
き
な
い
債
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
即
ち
無
権
利

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
（
こ
の
批
判
は
、
権
利
濫
用
の

抗
弁
が
手
形
所
持
人
の
人
格
に
附
着
す
る
点
を
突
く
。
）
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な

抗
弁
の
理
由
づ
け
自
体
に
つ
い
て
の
疑
問
が
そ
れ
ぞ
れ
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る

（
竹
内
、
前
掲
書
一
四
三
頁
、
鈴
木
、
前
掲
批
評
一
〇
六
頁
）
。

　
次
に
、
権
利
濫
用
説
と
同
様
に
、
無
因
性
の
立
場
を
採
り
な
が
ら
丙
の
権
利

行
使
を
認
め
な
い
も
の
と
し
て
、
「
不
当
利
得
説
」
が
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、

丙
の
手
形
債
権
の
行
使
が
実
質
上
丙
に
不
当
な
利
得
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、

甲
は
、
乙
が
丙
に
対
し
て
有
す
る
抗
弁
を
援
用
し
て
、
丙
の
権
利
行
使
を
拒
む

こ
と
が
で
き
る
と
理
解
す
る
（
服
部
「
不
当
利
得
の
抗
弁
に
つ
い
て
」
石
井
追
悼
商
事

法
の
諸
問
題
三
八
一
頁
以
下
、
同
「
手
形
裏
書
の
原
因
関
係
の
消
滅
と
被
裏
書
人
の
地
位
」

手
形
研
究
八
二
号
一
〇
頁
以
下
）
。
し
か
し
、
不
当
利
得
は
、
そ
の
権
利
行
使
に
よ

つ
て
利
得
す
る
者
と
返
還
請
求
者
問
に
お
け
る
抗
弁
事
由
で
あ
り
、
甲
が
原
因

関
係
上
も
乙
に
対
し
て
有
効
に
支
払
義
務
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
成
立
し
な

い
　
（
倉
沢
「
慶
大
商
法
研
究
会
編
、
下
級
審
判
例
評
釈
（
昭
和
三
〇
ー
三
九
年
）
」
四
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
一
〇
七
五
）
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三
頁
以
下
。
大
森
、
最
高
裁
四
三
年
判
決
批
評
、
民
商
法
雑
誌
六
一
巻
六
号
二
一
四
頁
以

下
も
同
旨
。
）
の
み
な
ら
ず
、
不
当
利
得
の
発
生
を
手
形
債
権
の
行
使
に
か
か
ら

せ
る
こ
と
は
、
原
因
関
係
上
の
不
当
利
得
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
丙
の

権
利
行
使
自
体
に
対
し
て
は
、
何
ら
抗
弁
事
由
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
手
形
上
の
債
権
・
債
務
関
係
に
お
い
て
不
当
利
得
を
考

察
す
べ
き
で
あ
る
（
以
下
、
こ
の
立
場
を
「
修
正
不
当
利
得
説
」
と
呼
ぶ
。
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
は
「
修
正
不
当
利
得
説
」
を
採
る
た
め
、
権
利
濫
用

説
に
依
拠
す
る
本
件
判
旨
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
も
つ
と
も
、
こ
の
点
に
関
す

る
結
論
は
、
私
の
立
場
に
お
い
て
も
判
旨
と
同
様
と
な
る
た
め
、
そ
の
か
ぎ
り

に
お
い
て
の
み
、
判
旨
を
支
持
で
き
る
。

二
、
現
・
A
間
お
よ
び
A
・
B
間
の
原
因
関
係
欠
敏
の
抗
弁
（
「
二
重
欠
敏
の
抗

弁
」
な
い
し
は
「
二
重
無
権
の
抗
弁
」
）
に
つ
い
て

　
こ
の
問
題
は
、
甲
－
乙
－
丙
と
権
利
が
移
転
さ
れ
た
手
形
に
つ
い
て
、
甲
は
、

甲
・
乙
間
お
よ
び
乙
・
丙
間
の
原
因
関
係
欠
敏
を
理
由
に
丙
の
請
求
を
拒
む
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
「
後
者
の
抗
弁
」
を
認
め
る
立
場
か
ら

は
、
こ
の
問
題
は
「
後
者
の
抗
弁
」
の
一
適
用
場
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
り

（
竹
内
、
前
掲
書
一
七
八
頁
以
下
）
、
丙
の
請
求
は
当
然
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
六
日
民
集
二
四
巻
一
〇
七
七
頁
）

は
、
人
的
抗
弁
の
切
断
を
定
め
た
法
の
趣
旨
は
、
手
形
取
引
の
安
全
の
た
め

に
、
手
形
取
得
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
り
、
丙
の
如
く
、
手
形
の
支

払
を
求
め
る
何
ら
の
経
済
的
利
益
を
有
し
な
い
手
形
所
持
人
は
、
甲
か
ら
、

甲
・
乙
間
の
抗
弁
を
も
つ
て
対
抗
さ
れ
る
、
と
判
示
し
、
先
の
最
高
裁
四
三
年

判
決
に
示
さ
れ
た
「
後
者
の
抗
弁
』
を
採
用
せ
ず
に
、
甲
の
乙
に
対
す
る
人
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
一
〇
七
六
）

抗
弁
を
丙
に
も
対
抗
で
き
る
と
判
断
し
た
。
本
来
、
甲
の
乙
に
対
す
る
抗
弁
を

も
つ
て
丙
に
対
抗
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
手
形
法
第
一
七
条
が
規
定
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
丙
が
甲
を
害
す
る
こ
と
を
知
つ
て
手
形
を
取
得

し
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
人
的
抗
弁
は
切
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
条
が
人
的

抗
弁
の
切
断
を
認
め
る
の
は
、
手
形
所
持
人
を
保
護
し
、
も
つ
て
取
引
の
安
全

を
は
か
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
手
形
に
つ
い
て
固
有
の
経
済
的
利
益
を
持
た
な

い
単
な
る
形
式
上
の
被
裏
書
人
に
対
し
て
は
人
的
抗
弁
の
切
断
は
生
じ
な
い
と

考
え
ら
れ
（
田
中
（
誠
）
「
手
形
・
小
切
手
法
詳
論
」
上
巻
二
五
五
頁
、
高
鳥
「
手
形
法

小
切
手
法
」
一
五
二
頁
、
河
本
、
最
高
裁
四
五
年
判
決
批
評
「
振
出
お
よ
び
裏
書
の
原
因

関
係
が
と
も
に
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
対
抗
」
判
例
評
論
一
四
五
号
二
九

頁
な
ど
）
、
最
高
裁
四
五
年
判
決
は
正
当
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
本
件
判
旨
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
最
高
裁
四
五
年

判
決
と
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
権
利
濫
用
説
」
を
用
い
る
点
に

お
い
て
異
な
る
。
し
か
し
、
判
旨
が
「
後
者
の
抗
弁
一
に
お
い
て
「
権
利
濫
用

説
」
を
採
用
し
た
の
も
、
ま
た
こ
こ
で
「
二
重
欠
敏
の
抗
弁
」
に
つ
い
て
「
権

利
濫
用
説
」
を
採
用
し
た
の
も
、
実
は
、
手
形
制
度
に
本
来
的
に
内
在
す
る
実

質
的
な
不
公
正
さ
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
つ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
一
般
私
法
上
で
権
利
濫
用
が
問
題
と
な
る
場
合
の
よ
う

に
、
権
利
者
の
権
利
行
使
に
際
し
て
の
違
法
性
と
か
不
当
性
と
い
つ
た
態
様
が

問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
手
形
取
引
に
お
け
る
取
引
の
安
全
・
保
護
の
た

め
に
構
築
さ
れ
た
無
因
性
と
い
う
制
度
に
よ
つ
て
生
ず
る
不
公
正
の
除
去
が
問

題
で
あ
る
（
木
内
「
手
形
小
切
手
法
二
…
六
頁
以
下
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
固
有

の
経
済
的
利
益
の
欠
敏
を
理
由
と
す
る
立
場
も
、
本
件
判
旨
の
よ
う
に
権
利
濫



用
を
理
由
と
す
る
立
場
も
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
本
来
同
一
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
修
正
不
当
利
得
説
」
の
立
場
か
ら
も
、
甲
．

丙
間
に
お
け
る
手
形
関
係
上
の
不
当
利
得
の
関
係
が
認
め
ら
れ
（
大
塚
（
竜
）
「
振

出
お
よ
び
裏
書
の
原
因
関
係
が
と
も
に
消
減
し
た
場
合
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
対
抗
」
別

冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
四
号
（
新
版
・
増
補
）
二
七
七
頁
は
、
「
三
角
関
係
に
お
け
る
二
重
欠
鋏
」

の
理
論
に
よ
り
、
甲
・
丙
間
に
お
け
る
原
因
関
係
上
の
不
当
利
得
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
手
形
関
係
上
の
不
当
利
得
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
）
、
甲
は
丙

に
対
す
る
手
形
返
還
請
求
権
賛
債
務
消
滅
請
求
権
を
持
ち
、
そ
の
一
権
能
あ
る

い
は
対
称
権
と
し
て
、
丙
の
手
形
上
の
権
利
の
行
使
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
旨
の
判
断
は
、
そ
の
理
由
づ
け
に
お
い

て
も
、
ま
た
結
論
に
お
い
て
も
、
正
当
で
あ
る
。

三
、
亀
は
B
に
対
す
る
二
重
欠
敏
の
抗
弁
を
も
つ
て
X
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
る
か

　
X
は
指
名
債
権
の
譲
渡
の
方
法
に
よ
つ
て
本
件
手
形
を
取
得
し
た
。
手
形
債

権
を
裏
書
に
よ
ら
ず
に
、
指
名
債
権
の
譲
渡
の
方
法
に
ょ
つ
て
移
転
で
き
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
る
が
（
否
定
的
に
解
す
る
も
の
と
し
て
、
高

鳥
、
前
掲
書
一
六
頁
、
伊
沢
（
孝
）
「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
三
七
〇
頁
な
ど
。
肯
定
的
に

解
す
る
も
の
と
し
て
、
鈴
木
、
前
掲
書
二
二
八
頁
、
田
中
（
誠
）
、
前
掲
書
下
巻
五
四
七
頁

な
ど
。
）
、
判
例
は
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
　
（
最
判
昭
和
四
九
年
二
月
二
八
日
民
集
二

八
巻
一
二
一
頁
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
つ
て
手
形
を
譲
渡
し
た
と

き
に
は
、
人
的
抗
弁
の
切
断
（
手
形
法
】
七
条
）
が
働
か
な
い
こ
と
は
、
同
最
高

裁
判
決
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
学
説
上
も
異
論
は
な
い
（
鈴
木
、
前
掲
書
一
三
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八
頁
、
田
中
（
誠
）
、
前
掲
書
下
巻
五
四
九
頁
な
ど
）
。
本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、

「
二
重
欠
敏
の
抗
弁
」
を
対
抗
さ
れ
る
被
裏
書
人
が
、
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法

に
よ
つ
て
手
形
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
譲
受
人
が
「
二
重
欠
敏
の
抗
弁
」
を
対

抗
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
判
旨
は
、
「
二
重
欠
訣
の
抗
弁
」
を

「
権
利
濫
用
説
」
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
る
立
場
か
ら
、
権
利
濫
用
の
抗
弁
の
特

殊
性
を
持
ち
出
し
て
、
「
二
重
欠
鮫
の
抗
弁
」
は
当
然
に
対
抗
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
、
と
判
示
し
た
。
判
旨
は
、
そ
の
特
殊
性
を
、
「
両
当
事
者
の
利
益
衡
量

に
よ
る
個
別
的
性
質
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
手
形
法
第
一
七
条
に
い
う

「
人
的
関
係
二
基
ク
抗
弁
」
さ
え
も
、
手
形
行
為
の
無
因
性
に
よ
つ
て
捨
象
さ

れ
た
実
質
関
係
を
当
事
者
間
で
考
慮
す
る
制
度
で
あ
り
（
倉
沢
発
言
「
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ー
ム
手
形
・
小
切
手
法
二
五
一
頁
）
、
そ
の
意
味
で
は
、
権
利
濫
用
の
抗
弁
に
は
、

何
ら
の
特
殊
性
を
見
い
出
す
こ
と
も
で
ぎ
な
い
（
た
だ
し
、
河
本
「
手
形
保
証
と
人

的
抗
弁
」
神
戸
法
学
雑
誌
九
巻
丁
二
号
二
〇
三
頁
以
下
は
、
こ
の
種
の
抗
弁
（
原
因
関

係
が
不
存
在
で
あ
る
た
め
、
そ
の
所
持
人
が
手
形
を
行
使
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う

抗
弁
）
は
、
そ
の
所
持
人
が
無
権
利
で
あ
る
と
い
う
抗
弁
と
同
じ
く
、
い
わ
ぽ
当
該
所
持

人
の
人
格
に
固
着
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
原
告
X
に
よ
る
本
件
手
形
の
取
得
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法

と
い
う
本
来
手
形
法
が
予
定
し
な
い
手
段
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
そ
れ
が
対
価
を
支
払
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、

手
形
制
度
の
枠
外
の
行
為
で
あ
る
以
上
、
手
形
制
度
の
枠
内
の
行
為
に
作
用
す

る
対
価
関
係
へ
の
考
慮
は
働
く
余
地
が
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
ぬ
は
B
に
対
す

二
重
欠
敏
の
抗
弁
を
も
つ
て
、
X
に
対
抗
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
民
法
四
六
八
条
二
項
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
脇
の
B
に
対
す
る
二
重
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
（
一
〇
七
七
4
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敏
の
抗
弁
を
X
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
判
旨
は
失
当
で
あ

る
。

　
あ
る
い
は
、
X
の
請
求
を
馬
が
拒
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
X
は
す
で
に
対
価
を

支
払
つ
て
い
る
た
め
・
そ
の
損
失
の
処
理
が
問
題
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
は
、
X
が
通
常
の
手
形
の
流
通
手
段
に
よ
ら
な
い
で
手
形
を
取
得
し
た
結

果
で
あ
り
、
ま
た
、
実
際
論
と
し
て
も
、
X
の
請
求
を
一
応
認
め
た
上
で
、
亀

の
損
失
を
回
復
さ
せ
る
よ
り
は
、
X
の
請
求
を
認
め
ず
に
、
B
・
X
問
の
問
題

と
し
て
処
理
す
る
方
が
直
裁
で
あ
る
。

四
、
訴
訟
信
託
に
関
す
る
判
旨
の
判
断
に
つ
い
て

　
判
旨
は
、
X
が
本
件
手
形
を
取
得
し
た
の
が
、
指
名
債
権
の
譲
渡
の
方
法
に

ょ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
信
託
法
第
一
一
条
の
適
用
を
認
め
る
と
し
つ
つ
、

手
形
の
裏
書
に
よ
る
移
転
に
つ
い
て
は
、
信
託
法
第
一
一
条
の
適
用
は
な
い
も

の
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
判
旨
の
引
用
す
る
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
和
四
四
年
三

月
二
七
日
民
集
二
三
巻
六
〇
一
頁
）
は
、
手
形
の
裏
書
に
も
信
託
法
第
一
一
条
の

適
用
を
認
め
、
訴
訟
信
託
と
し
て
な
さ
れ
た
手
形
の
裏
書
譲
渡
を
無
効
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
　
（
一
〇
七
八
）

い
る
。
確
か
に
、
信
託
法
第
二
条
は
、
抽
象
的
な
金
銭
債
権
の
移
転
行
為
そ

の
も
の
を
信
託
行
為
と
し
て
無
効
と
す
る
も
の
と
解
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
手

形
の
裏
書
は
、
そ
の
方
式
も
効
力
も
と
も
に
法
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、

裏
書
そ
の
も
の
を
訴
訟
信
託
行
為
と
み
る
の
は
正
当
で
な
く
、
単
に
、
手
形
の

裏
書
の
原
因
関
係
が
訴
訟
信
託
と
し
て
無
効
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す

る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
判
旨
の
こ
の
点
に
関
す
る
説
示

に
は
賛
成
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
訴
訟
信
託
を
原
因
と
す
る
裏
書
に
よ
つ
て
手

形
を
取
得
し
た
所
持
人
が
、
手
形
上
の
権
利
を
行
使
す
る
の
に
対
し
て
、
手
形

債
務
者
は
、
正
に
原
因
関
係
が
訴
訟
信
託
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
手
形

の
支
払
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
違
法
か
つ
無
効
な

原
因
関
係
に
よ
つ
て
手
形
を
取
得
し
た
老
に
対
し
て
、
手
形
上
の
権
利
の
行
使

を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
、
　
法
の
精
神
（
河
本
「
手
形
抗
弁
」
手
形
法
・

小
切
手
法
講
座
三
巻
一
九
六
頁
）
な
い
し
は
、
実
質
的
・
政
策
的
価
値
判
断
（
倉
沢

「
手
形
の
無
因
性
と
人
的
抗
弁
」
手
形
研
究
一
〇
九
号
八
頁
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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